
３ 認知症疾患医療センターの整備について

認知症疾患に係る医療については、平成元年度から平成１８年度までの間、

「老人性認知症センター事業」として国庫補助をしていたところであるが、各施

設の機能のばらつきや地域における関係諸機関の連携の中心として十分な機能を

果たしていないといった課題が明らかとなっていたため、平成２０年度予算から

「認知症疾患医療センター運営事業」を計上しているところである。

本事業における認知症疾患医療センターは、

① 認知症疾患について、鑑別診断や問題行動への対応、身体合併症への対応

を行う専門医療機関としての機能

② 問題行動への対応や身体合併症への対応を行う医療施設の空床情報の把握

と情報提供、患者の病態に応じた他の医療機関への紹介、かかりつけ医等地

域の医療関係者への専門的な医療研修の実施、協議会の開催や専門的な相談

への対応など地域の医療機関や介護施設等の関係者との連携を行うなど、認

知症疾患に関わる地域の医療機能の中核的機関としての機能

③ 地域住民に対する普及啓発や相談への対応など、認知症疾患に係る医療に

関する情報センターとしての機能

に加え、「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト」の報告等を踏ま

え、平成２１年度予算（案）においては、

④ 連携担当者を配置することにより地域包括支援センターとの連携機能を強

化し、地域における医療と介護の連携の拠点としての機能

を果たすこととしており、これを設置する都道府県、指定都市に対し、運営費

（診療報酬で対応する内容は除く）を補助することとし、約５．２億円を計上し

たところであり、各自治体においては、積極的に取り組んでいただきたい。

なお、詳細については、追って示すこととする。

（予算(案)概要）

・２１年度予算（案） ５１６，８２５千円

・か 所 数 １５０か所

（各地域の実情に応じて箇所を設定）

・１ヶ所当たりの事業費 約６８９万円

（国庫補助額は、１／２：約３４５万円）




